
事前の相談 ※伊賀市内の業者に限る ①相談又は訪問

電話又は窓口相談

※相談後に様式を送付

⑥補助金申請書提出

申請に必要な書類を準備します

　 ⑦工事請負契約を結ぶ

　 　工事請負契約書は補助金

　 　交付決定日以降に締結す

　 　る必要があります。

□工事請負契約書 ⑧工事着手前の事前の提出

□金額変更（見積書） ⑨申請内容の変更

□工期変更（工程表） 　工事着手後、工事金額

※事前に市へ相談 　や工程に変更が生じた

　場合変更申請が必要です

□領収書（写） ⑩工事完了手続き

□完了写真 　工事完了後、速やかに

□住民票 □ 領収書発行 　実績報告書を提出しま

□ 完了写真撮影 　す。添付する書類の準

　備を工事業者へ依頼

⑪完了検査

　改善されるまで補助金の

不正・法令違反がある 　請求はできません。交付

場合は改善指導 　取消しもあります

⑫支払い

　補助金請求書を提出後

　およそ１月以内に支払

　われます。

※１伊賀市は（独）住宅金融支援機構東海支店と協定を結び移住者向けの住宅ローンの低金利融資を行っています。審査がありますので必ず借りれるものではありません。

伊賀市空き家バンク家財処分等事業補助金流
れ
伊賀流空き家バンクの登録物件に限ります。補助金を受けた方は、物件所有者であれば2年間の継続登録が条件です。又は、

利用登録者ならば５年以上居住することが条件となり、条件を反故した場合は補助金の返還もあります。

伊賀市 補助金申請者 工事業者 流れ

提出書類を審査します。不備がある

場合は差戻します。

審査と決定まで1週間程度掛ります

申請
補助金申請書

工事請負

契約書

・・・㊞

・・・㊞

補助金

交付決定

通知

交付
契約 契約

提出
提出後

工事着手可

工事請負

契約書

・・・㊞

・・・㊞

補助金

変更交付

申請書

申請

金額・工期変更!!

補助金

実績報告書

申請

工事代金支払い

交付額確定通知書

変更決定通知

補助金

請求書
支払

交付

完了検査（現地）

提出

不正・法令違反!!

改
善
指
導

交付

〒518-8501 伊賀市四十九町3184

伊賀市役所 空き家対策室

☎0595-22-9676
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申請時に伊賀市の住民基本台帳

に登録されていなかった場合

（参考）リフォーム等の

廃材を不法投棄する事案

が発生しています。処分

先を事前に確認すること

が安心に繋がります
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